
 
 
 
 
 
 
 

佐  賀  労  働  局 

佐 賀 労 働 基 準 監 督 署 

唐 津 労 働 基 準 監 督 署 

武 雄 労 働 基 準 監 督 署 

伊 万 里 労 働 基 準 監 督 署 

令 和 ８ 年 度 

全 国 安 全 週 間 説 明 会 

多様な人材 全員参加 

み ん な で 育 て る 

安 全 職 場 

〔 資 料 〕 



ooishik
表紙（裏面）



  資 料 目 次 

  
(ページ） 

１ 令和８年度 全国安全週間実施要綱（抜粋） ………………………………… 1 

２ 佐賀県における労働災害の推移  ……………………………………………… 3 

３ 署別・業種別労働災害発生状況（令和７年） ……………………………… 4 

４ 佐賀県内における死亡労働災害の概要  ……………………………………… 4 

５ 職場の安全衛生教育について ………………………………………………… 5 

６ STOP！熱中症 クールワークキャンペーン  ……………………………… ８ 

７ リスクアセスメント評価実施記録表（参考例） …………………………… ９ 

８ 職場での転倒災害を防止しましょう！ ……………………………………… １１ 

９ 高年齢労働者の労働災害防止のための指針 ………………………………… １３ 

１０ 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進 ………………………………… １５ 

１１ 安全衛生優良企業公表制度について  ………………………………………… １６ 

１２ 「無災害記録証」授与制度及び「建設事業無災害表彰」申請のご案内 … １７ 

１３ ストップ・ザ・交通労働災害！ ……………………………………………… １８ 

１４ 荷役災害防止担当者研修（ご案内）  ………………………………………… １９ 

１５ 令和８年度 技能講習・安全衛生教育等実施計画表 ………………………… ２０ 

  

   

   



令和８年度全国安全週間実施要綱（抜粋） 

１ 趣 旨 

全国安全週間は、昭和３年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という基本理念の下、「産業界での自主
的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を目的に、一度
も中断することなく続けられ、今年で99 回目を迎える。 

この間、事業場では、労使が協調して労働災害防止対策が展開されてきた。この努力により労働災害は長期
的には減少しているところであるが、近年の労働災害については、死亡災害は減少傾向にあるものの、休業４
日以上の死傷災害は平成21 年以降、増加傾向が継続している。 

特に､高年齢労働者の増加等を背景として､転倒や腰痛といった労働者の作業行動に起因する死傷災害が増加
し続けており、また､死亡災害については､墜落・転落などによる災害が依然として後を絶たない状況にある。 

また、労働災害を少しでも減らし、労働者一人一人が安全に働くことができる職場環境を築くためには、令
和５年３月に策定された第14 次労働災害防止計画に基づく施策を着実に推進することが必要であり、計画年
次４年目となる令和８年度においても、引き続き労使一丸となった取組が求められる。 

以上を踏まえ、更なる労働災害の減少を図る観点から、令和８年度の全国安全週間は、以下のスローガンの
下で取り組む。 

多様な人材 全員参加 みんなで育てる安全職場 

２ 期 間 

７月１日から７月７日までとする。 
なお、全国安全週間の実効を上げるため、６月１日から６月30 日までを準備期間とする。 

３ 実施者 

各事業場等 

４ 実施者の実施事項 

安全文化を醸成するため、各事業場では、全国安全週間及び準備期間を利用し、次の事項を実施する。 

（１）全国安全週間及び準備期間中に実施する事項 
①安全大会等での経営トップによる安全への所信表明を通じた関係者の意思の統一及び安全意識の高揚 
②安全パトロールによる職場の総点検の実施 
③安全旗の掲揚、標語の掲示、講演会等の開催、安全関係資料の配布等の他、ホームページ等を通じた自

社の安全活動等の社会への発信 
④労働者の家族への職場の安全に関する文書の送付、職場見学等の実施による家族への協力の呼びかけ 
⑤緊急時の措置に係る必要な訓練の実施 
⑥「安全の日」の設定の他、準備期間及び全国安全週間にふさわしい行事の実施 

（２）継続的に実施する事項 
① 安全衛生活動の推進 

ア  安全衛生管理体制の確立 
（ア）年間を通じた安全衛生計画の策定、安全衛生規程及び安全作業マニュアルの整備 
（イ）経営トップによる統括管理、安全管理者等の選任 
（ウ）安全衛生委員会の設置及び労働者の参画を通じた活動の活性化 
（エ）労働安全衛生マネジメントシステムの導入等によるＰＤＣＡサイクルの確立 

イ  安全衛生教育計画の樹立と効果的な安全衛生教育の実施等 
（ア）経営トップから第一線の現場労働者までの階層別の安全衛生教育の実施、特に、雇入れ時教育

の徹底及び未熟練労働者に対する教育の実施 
（イ）就業制限業務、作業主任者を選任すべき業務での有資格者の充足 
（ウ）災害事例、安全作業マニュアルを活用した教育内容の充実 
（エ）労働者の安全作業マニュアルの遵守状況の確認 
（オ）安全管理者、安全衛生推進者、作業主任者等に対する能力向上教育の実施 

ウ 自主的な安全衛生活動の促進 
（ア）発生した労働災害の分析及び再発防止対策の徹底 
（イ）職場巡視、４Ｓ活動（整理、整頓、清掃、清潔）、ＫＹ（危険予知）活動、ヒヤリ・ハット事

例の共有等の日常的な安全活動の充実・活性化 
エ リスクアセスメントの実施 

（ア）リスクアセスメントによる機械設備等の安全化、作業方法の改善 
（イ）ＳＤＳ（安全データシート）等により把握した危険有害性情報に基づく化学物質のリスクアセ

スメント及びその結果に基づく措置の推進 
オ その他の取組 
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（ア）安全に係る知識や労働災害防止のノウハウの着実な継承 
（イ）外部の専門機関、労働安全コンサルタントを活用した安全衛生水準の向上 
（ウ）「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」に基づく、安全衛生に配慮

したテレワークの実施 
② 業種の特性に応じた労働災害防止対策 

ア 小売業、社会福祉施設、飲食店等の第三次産業における労働災害防止対策 
（ア）全社的な労働災害の発生状況の把握、分析 
（イ）経営トップが先頭に立って行う安全衛生方針の作成、周知 
（ウ）職場巡視、４Ｓ活動（整理、整頓、清掃、清潔）、ＫＹ（危険予知）活動、ヒヤリ・ハット事

例の共有等の日常的な安全活動の充実・活性化 
（エ）安全衛生担当者の配置、安全意識の啓発 
（オ）パート・アルバイトの労働者への安全衛生教育の徹底 

イ 陸上貨物運送事業における労働災害防止対策 
（ア）荷台等からの墜落・転落防止対策、保護帽の着用 
（イ）荷主等の管理施設におけるプラットフォームの整備、床の凹凸の解消、照度の確保、混雑の緩

和等、 荷役作業の安全ガイドラインに基づく措置の推進 
（ウ）積み卸しに配慮した積付け等による荷崩れ防止対策の実施 
（エ）歩行者立入禁止エリアの設定等によるフォークリフト使用時の労働災害防止対策の実施 
（オ）トラックの逸走防止措置の実施 
（カ）トラック後退時の後方確認、立入制限の実施 

ウ 建設業における労働災害防止対策 
（ア）一般的事項 

a 「木造家屋等低層住宅建築工事墜落防止標準マニュアル」に基づく足場、屋根・屋上等の端・
開口部、はしご・脚立等からの墜落・転落防止対策の実施、フルハーネス型墜落制止用器具の
適切な使用 

ｂ 足場の点検の確実な実施、本足場の原則使用、「手すり先行工法等に関するガイドライン」
に基づく手すり先行工法の積極的な採用 

ｃ 職長、安全衛生責任者等に対する安全衛生教育の実施 
ｄ 元方事業者による統括安全衛生管理、関係請負人に対する指導の実施 
ｅ 建設工事の請負契約における適切な安全衛生経費の確保 
ｆ 輻輳工事における適正な施工計画、作業計画の作成及びこれらに基づく工事の安全な実施 
ｇ 一定の工事エリア内で複数の工事が近接・密集して実施される場合、発注者及び近接工事の

元方事業者による工事エリア別協議組織の設置 
（イ）「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン」に基づく対策の 

実施 
（ウ）令和６年能登半島地震の復旧、復興工事における土砂崩壊災害、建設機械災害、墜落・転落災

害の防止等、自然災害からの復旧・復興工事における労働災害防止対策の実施 
エ 製造業における労働災害防止対策 

（ア）機械の危険部分への覆いの設置等によるはさまれ・巻き込まれ等防止対策の実施 
（イ）機能安全を活用した機械設備安全対策の推進 
（ウ）作業停止権限等の十分な権限を安全担当者に付与する等の安全管理の実施 
（エ）高経年施設・設備の計画的な更新、優先順位を付けた点検・補修等の実施 
（オ）製造業安全対策官民協議会で開発された 、多くの事業場で適応できる「リスクアセメントの共

通化手法」の活用等による 、自主的なリスクアセメントの実施 
（カ）機械等製造者による、機械等を使用する事業者への、リスクアセスメント実施に資する残留リ

スク情報の提供 
オ 林業の労働災害防止対策 

（ア）｢チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」に基づく、チェーンソーを用い
た伐木及び造材作業における保護具、保護衣等の着用並びに適切な作業方法の実施等 

（イ）木材伐出機械等を使用する作業における安全の確保 
③ 業種横断的な労働災害防止対策 

ア 労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策 
イ 高年齢者に対する労働災害防止対策 
ウ 外国人労働者に対する労働災害防止対策 
エ 派遣労働者に対する労働災害防止対策 
オ 特定自主検査の適正な実施 
カ 交通労働災害防止対策 
キ 熱中症予防対策（ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーン） 
ク 個人事業者等を含めた災害防止対策 

※詳細は厚生労働省のホームページでご確認ください。 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71713.html） 
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資料：労働者死傷病報告（休業４日以上）

令和7年の県内の休業４日以上の死傷者数は１，225人となっている。また、死亡者数は5人と

前年に比べ4名の減少となっている。（コロナウィルス感染症を除く）

佐賀県における労働災害の推移

年齢別労働災害件数の推移
（Ｈ28－R7）

資料：労働者死傷病報告（休業４日以上）（コロナを除く）
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転倒 29%

動作の反動、

無理な動作

17%墜落、転落

15%

はさまれ、巻き込まれ

9%

飛来、落下

5%

切れ、こすれ

5%

交通事故（道路）

5%

激突 4% その他

11%

令和７年労働災害事故の型別

(全産業)
（人）
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死亡者 死亡者 死亡者 死亡者 死亡者 死亡者

156 38 42 45 281 319 4 -38 -11.9%

1 1 1 0 - 

73 19 24 1 6 122 1 163 1 -41 -25.2%

113 1 9 18 6 146 1 175 3 -29 -16.6%

108 1 4 17 4 133 1 159 1 -26 -16.4%

22 6 1 3 32 33 -1 -3.0%

5 1 1 7 6 1 16.7%

367 3 82 127 60 636 3 641 1 -5 -0.8%

132 1 27 38 20 217 1 214 3 1.4%

84 22 26 17 149 150 -1 -0.7%

106 1 27 43 22 198 1 213 -15 -7.0%

68 1 22 24 13 127 1 147 -20 -13.6%

46 7 30 11 94 79 1 15 19.0%

26 4 11 6 47 41 1 6 14.6%

736 4 155 213 1 121 1,225 5 1,338 9 -113 -8.4%

814 5 157 1 223 1 144 2 1338 9

-78 -1 -2 -1 -10 -23 -2 -113 -4 　

-9.6% -1.3% -4.5% -16.0% -8.4%

(注）労働者死傷病報告（休業４日以上）による。死亡者数は内数。

佐賀県内における死亡労働災害の概要
【令和8年】 令和８年４月９日現在

業　種
管轄
署

発生
月

時間 性別 年齢

【令和7年】

業　種
管轄
署

発生
月

時間 性別 年齢

運輸交
通業

佐賀 ２月 10時台 男
60歳
代

その他
の事業

佐賀 4月 11時台 男
70歳
代

社会福
祉施設

佐賀 5月 17時台 女
50歳
代

土木工
事業

武雄 8月 15時台 男
40歳
代

卸売業 佐賀 12月 17時台 男
20歳
代

　高速道路を利用し取引先から会社の車で帰社途中、追い越し
車線に故障のため停車していたトラックに追突し、その後、後
続の乗用車に追突され被災した。

交通事故
（道路）

その他

高温・低温
物との接触

3

4

5 乗用車

その他の起
因物

高温・低温
環境

　被災者は来訪者の対応中、突然刃物で襲われた。

　道路の除草作業中、被災者は道路上の雑草の残渣をブロワー
で清掃する等の補助作業を行っていたところ倒れ、緊急搬送さ
れたが、当日死亡した。
（災害発生地直近の観測所における気温：33.8度）

2

番
号

番
号

1

発　生　状　況事故の型

　　保健衛生業

　　接客娯楽業

前年同期

増　減　数

増　減　率

玉掛用具

起因物

掘削用機械墜落・転落

飛来・落下

事故の型 発　生　状　況

　積載型小型移動式クレーンに積載したコンテナを荷台から卸
す作業中、被災者は当該クレーンを操作し、コンテナを卸す位
置の直上で停止させ、同僚と２人で位置の調整をしていたとこ
ろ、玉掛用ワイヤロープが切断し、同僚とともにコンテナの下
敷きになり被災した。

　ドラグ・ショベルのバケット内側に乗って、立木の枝を
チェーンソーを用いて伐採作業中、被災者は枝を伐採した直後
に約８ｍ下の用水路に墜落し被災した。

　発生なし

鉱   業

建   設   業

運   送   業
〔運輸交通業、貨物取扱業〕

　　陸上貨物運送事業

〔うち 小売業〕

〔うち 社会福祉施設〕

〔うち 飲食店〕

起因物

合      計

（単位：人）　  佐賀労働局

　　　　　　　　　　  　署
　業種

佐　　賀 唐　　津 武　　雄 伊万里 合　　計 前年同期

増減数
（死傷者）

増 減 率
（死傷者）

死傷者 死傷者 死傷者 死傷者 死傷者

農業、畜産・水産業

林   業

第 三 次 産 業

　　商　業

署別・業種別労働災害発生状況（令和７年）（新型コロナウィルス感染症を除く）

死傷者

製   造   業

－　4　－



－　5　－



－　6　－



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安全衛生教育等に利用できる 
労働災害事例、各種教材・ツールのご案内 

厚生労働省では労働安全衛生関係の各種情報等を「職場のあんぜんサイト」から発信し
ています。 

「職場のあんぜんサイト」には安全衛生教育等に利用することができる労働災害事例や
各種教材・ツールがあり、無料で利用することができますので是非ご活用ください。 

ここをクリックすると「労働災害事例集」
や「ヒヤリ・ハット事例」、「機械災害データ
ベース」等が利用できます。 

ここをクリックすると労働安全衛生教育
に使える資料や動画が利用できます。 

【http://anzeninfo.mhlw.go.jp/】 

（令和 8 年 4 月 9 日現在）

ヒヤリ・ハット事例集 

労働災害事例集 死亡災害データベース 

機械災害データベース 

労働災害（死傷）データベース 

［動画教材］の紹介ページ 

ヒヤリ・ハット事例 

転倒 墜落・転落 激突 飛来・落下 崩壊・倒壊 

激突され 
はさまれ・巻

き込まれ 

高温・低温の

物との接触 
感電・火災 切れ・こすれ 

訪問介護の利用者の電動
車椅子を階段で運んでい
るとき、バランスを崩し
て転倒しそうになった 

 

飲食店内を移動中、グレー
チングの上で足が滑って、
転倒しそうになった 

 

スーパーで店内からバック
ヤー ドに入る扉 を開け た 
とき 、キャスタ ー付き の 
台車に左足が載り、滑って
転倒しそうになった 

 

転倒 

［「転倒］事例］の紹介ページ 
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１ 注文者等の配慮  R7.5.14施行 
労働安全衛生法第３条第３項に規定されている注文者などへの注文時の施工方法や工期などに対す

る配慮規定について、今回の法改正により、こうした規定が建設工事以外の注文者にも広く適用される

ことを明確化しました。 

２ 混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大  R8.4.1施行 
（特定）元方事業者が混在作業場所において、自社及び関係請負人等に雇用されている労働者の災害

防止のために講ずべき必要な指導や連絡調整等の措置について、その対象が当該労働者から個人事業

者等を含む作業従事者に拡大されました。 

また、政令で定められた機械等または建築物を他の事業者に貸与する者が災害防止のために講ずべ

き措置について、個人事業者等に貸与する場合にも当該措置を講ずることとされました。 

３ 業務上災害報告制度の創設  R9.1.1施行 
個人事業者等の業務上災害が発生した場合には、災害発生状況などについて、厚生労働省に報告さ

せることができることとしました。 

報告主体や報告事項などの報告の仕組みの詳細は今後、関連する法令等により示すこととしていま

す。 

４ 個人事業者等自身への義務付け R9.4.1施行 
個人事業者等自身に対して、労働者と同一の場所において作業を行う場合に、①構造規格や安全装

置を具備しない機械などの使用の禁止、②特定の機械などに対する定期自主検査の実施、③危険・有害

な業務に就く際の安全衛生教育の受講などを義務付けることとしました。 

５ 作業場所管理事業者への連絡調整措置の義務付け R9.4.1 施行 
作業場所管理事業者（仕事を自ら行う事業者であって、当該仕事を行う場所を管理するものをいいま

す。）に対して、その管理する場所において、自社または請負人の作業従事者のいずれかが、危険・有害

な業務を行う場合に、災害防止の観点から、作業間の連絡調整等の必要な措置を講ずることが義務付

けられました。 

 

 

 

 

 

 

 

佐賀労働局 労働基準監督署 

労働者と同じ場所で働く個人事業者等（フリーランス・一人親方などのほか、 

中小事業者の代表者又は役員も対象）を労働安全衛生法による保護の対象 

及び義務の主体として位置づけ、注文者等や個人事業者等自身が講ずべき 

各種措置が定められました。 

 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進 

改正安衛法等に係る特設ページ 

https://www.mhlw.go.jp/s
tf/seisakunitsuite/bunya/
koyou_roudou/roudoukiju
n/anzen/an-
eihou/index_00001.html 
 

安全衛生施策全般の紹介等 

https://www.mhlw.go.jp/s
tf/seisakunitsuite/bunya/
koyou_roudou/roudoukiju
n/anzen/index.html 
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労働者にとっても、企業にとっても、求職者にとっても、 

ベストな労働環境を目指して認定を受けませんか？ 

詳細は、右の QR コードからホームページをご覧ください！ 

安全衛生優良企業とは、労働者の安全や健康を確保するための対策に積極的に取り組

み、高い安全衛生水準を維持・改善しているとして、厚生労働省から認定を受けた企業

のことです。 

この認定を受けるためには、過去 3 年間労働安全衛生関連の重大な法違反がないなど

の基本事項に加え、労働者の健康保持増進対策、メンタルヘルス対策、過重労働対策、安

全管理など、幅広い分野で積極的な取組を行っていることが求められます。 

基準を満たした企業は、3 年間の認定を受けることができ、さまざまなメリットが得

られます。 

安全衛生優良企業は労働者の 

安全や健康を守る企業の証です!! 

安 全 衛 生 優 良 企 業 と は ？ 

認定の 

メリット 

厚生労働省のホームページで企業名が公表されます! 

安全衛生優良企業マークを名刺や商品に使用できます! 
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墜落・転落, 

8人, 25%

はさまれ・

巻き込まれ, 

6人, 19%

その他, 12人, 

37%

 
 
 
 
  

  

交通労働災害防止は、運転者個人の自覚が基本ですが、 

 運転者への事故防止のための対策を講ずることは事業者の責務でもあります。 

 労使一体となった交通労働災害防止対策を推進しましょう。  

 
 
 
 
 
     

死亡労働災害の約 2 割が、「交通事故」！ 
 
 
 
 
  
                    
                   

 

 

 

 

 

 

ストップ・ザ・交通労働災害！ 
 

１ 管理体制を整備して、会社ぐるみで取り組みましょう。 

２ 無理のない走行計画にしましょう。 

３ 雇入時教育は確実に、日常教育は運転記録等を活用して行いましょう。 

４ 健康診断を確実に実施しましょう。 

５ 荷主・元請事業者の皆さんも協働して取り組みましょう。 

 過去 5 年間（令和 3 年から令和 7 年ま

で）の佐賀県内における交通労働災

害（交通事故）による死亡者数（６

人）は、全産業の死亡労働災害（32

人）の約２割を占めており死亡原因

の同率２位となっています。 

 交通労働災害をなくすため、「交通

労働災害防止ガイドライン」で示し

た対策を講じ、プロドライバーとし

ての自覚を育てましょう。 

 

佐賀労働局における過去 5 年間 
（令和 3 年～令和 7 年）の死亡労働災害発生状況 

 
交通事故 

６人  
19％ 

厚生労働省 佐賀労働局・各労働基準監督署 
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令和8年度技能講習・安全衛生教育等実施計画表
佐賀労働局

(一社)佐賀県労働基準協会  建設業労働災害防止協会 佐賀県支部
陸上貨物運送事業労働災害

防止協会 佐賀県支部
林業、木材製造業労働災害防止協会

佐賀県支部
(一社)日本ボイラ協会

 福岡支部
佐賀県建設労働組合連合会

(公社)建設荷役車両安全
技術協会  佐賀県支部

 キャタピラー九州（株） 佐賀教習センター (有)富士自動車学校 日本建機教習所（株）
㈱マジオワークシステム

マジオワークライセンススクール佐賀校

〒８４５－００３１
小城市三日月町堀江1721

〒８４０－００４１
佐賀市城内2-2-37

〒８４９－０９２１
佐賀市高木瀬西3-1-20

〒８４０－００２７
佐賀市本庄町本庄278-4

〒８１２－００１３
福岡市博多区祇園町1-28い
ちご博多ビル4階

〒８４９－０９３６
佐賀市鍋島町森田469-1

〒８４３－0022
武雄市武雄町大字武雄4628-4山共野
間ビル１階

〒８４９－０２０２
佐賀市久保田町大字久富2944

〒８４０－０５１４
佐賀市富士町内野442-4

〒648-0072
和歌山県橋本市東家６丁目5-22

〒849-0112
三養基郡みやき町大字江口3641-1

TEL 0952-37-8277 TEL 0952-26-2779 TEL 0952-30-1601 TEL 0952-23-6181 TEL092-710-5225 TEL 0952-30-8121 TEL 0954-28-9332 TEL ０９５２-６８-２１３３ TEL 0952-51-0150 TEL 0736-20-2055 TEL 099-226-1234（鹿児島校）

FAX 0952-37-8278 FAX 0952-26-2789 FAX 0952-31-6441 FAX 0952-29-2187 FAX092-710-7703 FAX 0952-30-8123 FAX 0954-28-9484 FAX ０９５２-６８-２１３５ FAX 0952-63-0088 FAX 0736-33-2829

●玉掛け技能講習 ●小型車両系建設機械運転特別教育 <技能講習>　実施月日：4月 <技能講習〉

●床上操作式クレーン運転技能講習 ●車両系建設機械（整地等）運転技能講習

●酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 ●フルハーネス型特別教育 <技能講習>

●有機溶剤作業主任者技能講習 ●職長・安全衛生責任者教育

●研削といし取替業務（自由研削用）特別教育 ●小型移動式クレーン運転技能講習

●化学物質管理者養成講習 ●熱中症予防指導員研修 <技能講習>  実施月日：5月
●玉掛け技能講習

●職長・安全衛生責任者教育 ●刈払機取扱い作業者安全教育

●新入社員安全衛生教育

●熱中症予防管理者労働衛生教育

●玉掛け技能講習 ●足場の組立て等特別教育 <技能講習>　実施月日：6月 ●刈払機取扱作業者安全衛生教育講習

●床上操作式クレーン運転技能講習 ●建設業における化学物質管理者講習
●フォークリフト運転技能講習
(佐賀・伊万里・武雄)

●高所作業車運転技能講習 ●高所作業車運転技能講習
●小型移動式クレーン運転技能講習
(佐賀)

●小型移動式クレーン運転技能講習 ●テールゲートリフター特別教育

●特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習 ●安全衛生推進者初任時教育 <技能講習>　実施月日：7月

●クレーン運転業務（学科）特別教育 ●締固め用機械（ローラー）運転特別教育
●フォークリト運転技能講習
(佐賀・免許なしを含む)

●保護具着用管理責任者 ●丸のこ等取扱い作業従事者教育
●フォークリト運転技能講習
(伊万里・唐津)

●職長・安全衛生責任者教育

<技能講習>　実施月日：8月

●玉掛け技能講習 ●職長・安全衛生責任者能力向上教育 ●はい作業主任者技能講習(佐賀) ●刈払機取扱作業者安全衛生教育講習
●特定自主検査者資格取得研修：フォーク
リフト（対象：検査業）

●床上操作式クレーン運転技能講習 ●不整地運搬車運転技能講習
※熱中症予防対策により、８月は実技を伴
う講習を行いません。

●伐木等業務の特別教育講習

●酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 ●刈払機取扱い作業者安全教育 <特別教育>

●有機溶剤作業主任者技能講習 ●玉掛け技能講習

●石綿作業主任者技能講習 ●保護具着用管理責任者 <技能講習>　実施月日：9月

●低圧電気取扱業務（学科）特別教育
●地山掘削・土止め支保工作業主任者技能
講習

●フォークリト運転技能講習
(佐賀・伊万里・武雄)

●フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 ●小型移動式クレーン運転技能講習

●安全衛生推進者養成講習教育
※募集状況（受講者が10名以下）により中
止する場合があります。

●化学物質管理者養成講習

●職長・安全衛生責任者教育

●熱中症予防管理者労働衛生教育

●玉掛け技能講習 ●足場の組立て等作業主任者技能講習

●床上操作式クレーン運転技能講習 ●低圧電気取扱い業務特別教育 <安全衛生教育>　[随時開催]

●高所作業車運転技能講習 ●一般建築物石綿建材調査者講習 ●フォークリフト運転業務従事者安全教育

●小型移動式クレーン運転技能講習 ●酸素欠乏・硫化水素特別教育 ●作業指揮者講習

●研削といし取替業務（自由研削用）特別教育 ●フルハーネス型特別教育 ●安全衛生推進者能力向上教育(初任時)

●アーク溶接等業務（学科）特別教育 ●現場管理者統括管理講習 ●積卸し作業指揮者に対する安全教育

●安全管理者選任時研修
●型枠支保工の組立て等作業主任者技能講
習

●保護具着用管理責任者 ●施工管理者等のための足場の点検実務者研修

●職長・安全衛生責任者教育

●第1種衛生管理者試験受験準備講習

●ガス溶接技能講習 ●振動工具取扱い作業従事者教育 ●刈払機取扱作業者安全衛生教育講習

●酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 ●刈払機取扱い作業者安全教育 ●伐木等業務の特別教育講習

●有機溶剤作業主任者技能講習 ●職長・安全衛生責任者能力向上教育

●特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習 ●石綿作業従事者特別教育

●フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 ●車両系建設機械（整地等）安全衛生教育

●クレーン運転業務（学科）特別教育 ●玉掛け技能講習

●粉じん作業特別教育 ●車両系建設機械（解体用）運転技能講習

●職長・安全衛生責任者教育 <安全衛生教育>

●ゼロ災運動ＫＹＴトレーナー研修会

●玉掛け技能講習 ●高所作業車運転技能講習 ●刈払機取扱作業者安全衛生教育講習
●実務研修：記録表作成、座学コース
 

●床上操作式クレーン運転技能講習 ●足場の組立て等特別教育 ●伐木等業務の特別教育講習

●石綿作業主任者技能講習 ●職長・安全衛生責任者教育

●研削といし取替業務（自由研削用）特別教育 ●足場の組立て等作業主任者技能講習

●低圧電気取扱業務（学科）特別教育 ●小型車両系建設機械運転特別教育

●化学物質管理者養成講習 ●車両系建設機械（整地等）運転技能講習

●職長・安全衛生責任者教育

●職長能力向上教育 （６月、７月、８月実施）

●外国人技能実習制度関係者養成講習

●職場リーダー向けリスクアセスメント研修

休
止

備
考

１　九州安全衛生技術センター（TEL 0942-43-3381）において行う各種受験の受験申請書は佐賀労働局並びに最寄りの労働基準監督署のほか、佐賀県労働基準協会において頒布しております。

２　各種技能講習・安全衛生教育等についての問い合わせ、申し込みはそれぞれの実施機関に連絡して下さい。なお、本計画表は、佐賀労働局ホームページに掲載していますのでご利用ください。

●安全教育：クレーン機能付油圧ショベル

●小型車両系建設機械（整地等)特別教育
（4月、５月、6月、７月、8月、9月実施）

●締固め用機械（ローラー)特別教育
（４月、7月実施）

●小型フォークリフト特別教育
（４月、７月実施）

●自由研削砥石（グラインダ）特別教育
（４月、７月実施）

●クレーン（5t未満）特別教育
（5月、７月、9月実施）

●低圧電気取扱い特別教育
（6月、９月実施）

●アーク溶接（実技含む）特別教育
（６月、9月実施）

●酸素欠乏危険場所作業（2種）特別教育
（５月、８月実施）

●巻上げ機（ウインチ）特別教育
（7月実施）

●粉じん作業特別教育
（４月、７月実施）

●伐木作業（チェーンソー）特別教育
（４月、6月、８月実施）

●伐木作業（チェーンソー）【補講】
（6月実施）

●石綿取扱い作業従事者特別教育
（４月、７月実施）

●フルハーネス型墜落制止用器具作業特別教育
（４月、７月実施）

●テールゲートリフター特別教育
（５月、９月実施）

●丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育
  (5月、８月実施）

●刈払機取扱作業安全衛生教育
 （４月、５月、６月、７月、８月、９月実施）

●振動工具取扱作業安全衛生教育
  (６月実、9月実施）

●有機溶剤業務安全衛生教育
（５月、8月実施）

●職長・安全衛生責任者教育
（５月実施）

●熱中症予防教育（管理者）

●車両系建設機械（整地・運搬・積込、掘削用）
運転技能講習
●車両系建設機械（解体用）運転技能講習
●玉掛け技能講習
●小型移動式クレーン運転技能講習
●高所作業車運転技能講習
●フォークリフト運転技能講習
（毎月実施）

●不整地運搬車運転技能講習
（４月、６月、８月）

●ガス溶接技能講習
（５月、７月、９月）

●地山の掘削及び土止めの支保工作業主任者技能
講習
（５月、6月、7月、9月）

●型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習
（6月、8月）

●足場の組立て等作業主任者技能講習
（7月、9月）

●建築物の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
（４月、7月、8月）

●コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技
能講習
（5月、8月）

●木造建築物の組立て等作業主任者技能講習
（6月）

●はい作業主任者技能講習
（6月、9月）

●特定自主検査者資格取得研修：整地・運
搬・積込み用、掘削用及び解体用機
（対象：事業内検査者）

※上記安全衛生教育については受講希望者
が20名以上であれば個別の実施も対応いた
しますので、お問い合わせください。

●特定自主検査者資格取得研修：締固め機
械（対象：事業内検査者）

●足場の組立て等作業主任者技
能講習

●木造建築物の組立て等作業主
任者技能講習

●特定自主検査資格取得研修：高所作業車
（対象：検査業）

6

9

7

8

●荷役運搬機械等によるはい作業従事者安
全教育

実
施
機
関

　
　
　
　
　
 

　
月

4

5

●フォークリト運転技能講習
(唐津・免許なしを含む)

●フォークリフト運転技能講習

●はい作業主任者技能講習

●フォークリフト運転技能講習
(佐賀・伊万里) ●車両系建設機械（整地・運搬・積込、掘

削用）運転技能講習

●車両系建設機械（解体用）運転技能講習

●フォークリフト運転技能講習
（毎月実施）

●玉掛け技能講習
（５月、９月）

●小型移動式クレーン運転技能講習
（６月、８月）

●フォークリト運転技能講習
(佐賀・伊万里)

ooishik
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令和8年度技能講習・安全衛生教育等実施計画表
佐賀労働局

(一社)佐賀県労働基準協会  建設業労働災害防止協会 佐賀県支部
陸上貨物運送事業労働災害

防止協会 佐賀県支部
林業、木材製造業労働災害防止協会

佐賀県支部
(一社)日本ボイラ協会

 福岡支部
佐賀県建設労働組合連合会

(公社)建設荷役車両安全
技術協会  佐賀県支部

 キャタピラー九州（株） 佐賀教習センター (有)富士自動車学校 日本建機教習所（株）
㈱マジオワークシステム

マジオワークライセンススクール佐賀校

〒８４５－００３１
小城市三日月町堀江1721

〒８４０－００４１
佐賀市城内2-2-37

〒８４９－０９２１
佐賀市高木瀬西3-1-20

〒８４０－００２７
佐賀市本庄町本庄278-4

〒８１２－００１３
福岡市博多区祇園町1-28い
ちご博多ビル4階

〒８４９－０９３６
佐賀市鍋島町森田469-1

〒８４３－0022
武雄市武雄町大字武雄4628-4山共野
間ビル１階

〒８４９－０２０２
佐賀市久保田町大字久富2944

〒８４０－０５１４
佐賀市富士町内野442-4

〒648-0072
和歌山県橋本市東家６丁目5-22

〒849-0112
三養基郡みやき町大字江口3641-1

TEL 0952-37-8277 TEL 0952-26-2779 TEL 0952-30-1601 TEL 0952-23-6181 TEL092-710-5225 TEL 0952-30-8121 TEL 0954-28-9332 TEL ０９５２-６８-２１３３ TEL 0952-51-0150 TEL 0736-20-2055 TEL 099-226-1234（鹿児島校）

FAX 0952-37-8278 FAX 0952-26-2789 FAX 0952-31-6441 FAX 0952-29-2187 FAX092-710-7703 FAX 0952-30-8123 FAX 0954-28-9484 FAX ０９５２-６８-２１３５ FAX 0952-63-0088 FAX 0736-33-2829

実
施
機
関

　
　
　
　
　
 

　
月

●玉掛け技能講習 ●フルハーネス型特別教育
<技能講習>　実施月日：10月

●伐木等業務の特別教育講習 ●ボイラー取扱技能講習 <技能講習〉

●床上操作式クレーン運転技能講習 ●小型移動式クレーン運転技能講習
●フォークリト運転技能講習
(佐賀・伊万里・唐津)

（佐賀市） <技能講習>

●高所作業車運転技能講習 ●締固め用機械（ローラー）運転特別教育
●荷役運搬機械等によるはい作業従事者安
全教育（佐賀）

●フォークリフト運転技能講習

●小型移動式クレーン運転技能講習
<技能講習>　実施月日：11月

（毎月実施）

●特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習
●フォークリフト運転技能講習
(佐賀・伊万里・武雄)

●玉掛け技能講習

●アーク溶接等業務（学科）特別教育
●ショベルローダー等運転技能講習
(佐賀)

（11月）

●フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 ●小型移動式クレーン運転技能講習

●保護具着用管理責任者教育
<技能講習>　実施月日：12月

（10月、12月、1月、２月、３月）

●職長・安全衛生責任者教育
●フォークリフト運転技能講習
(佐賀・伊万里)

●玉掛け技能講習 ●建設業における化学物質管理者講習

●ガス溶接技能講習 ●保護具着用管理責任者

●酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
●建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技
能講習

●有機溶剤作業主任者技能講習 ●玉掛け技能講習

●金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習

●研削といし取替業務（自由研削用）特別教育
<技能講習>　実施月日：1月

●クレーン運転業務（学科）特別教育
●はい作業主任者技能講習(佐賀)

●安全管理者選任時研修
●フォークリフト運転技能講習
(佐賀・伊万里)

●職長・安全衛生責任者教育
<技能講習>　実施月日：2月
●フォークリフト運転技能講習
(佐賀　運転免許なし含む)

●フォークリフト運転技能講習
(伊万里　運転免許なしを含む)

●玉掛け技能講習
●地山掘削・土止め支保工作業主任者技能
講習

●フォークリフト運転技能講習
(武雄)

●特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習 ●不整地運搬車運転技能講習
●フォークリフト運転業務従事者安全教育
（佐賀）

●石綿作業主任者技能講習 ●テールゲートリフター特別教育

●低圧電気取扱業務（学科）特別教育 ●職長・安全衛生責任者教育

●フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 ●コンクリート橋架設等作業主任者技能講習

●テールゲートリフター特別教育

●安全衛生推進者養成講習教育
<技能講習>　実施月日：3月

●職長・安全衛生責任者教育
●フォークリフト運転技能講習
(佐賀・伊万里・唐津)

●玉掛け技能講習 ●車両系建設機械（整地等）運転技能講習
●小型移動式クレーン運転技能講習
(佐賀)

●高所作業車運転技能講習 ●一般建築物石綿建材調査者講習

●小型移動式クレーン運転技能講習 ●小型移動式クレーン運転技能講習
※募集状況（受講者が10名以下）により中
止する場合があります。

●酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
<安全衛生教育>　[随時開催]

●有機溶剤作業主任者技能講習 ●フォークリフト運転業務従事者安全教育

●アーク溶接等業務（学科）特別教育 ●作業指揮者講習

●保護具着用管理責任者教育 ●安全衛生推進者能力向上教育(初任時)

●積卸し作業指揮者に対する安全教育

●荷役運搬機械等によるはい作業従事者安
全教育

●玉掛け技能講習 ●玉掛け技能講習

●乾燥設備作業主任者技能講習 ●職長・安全衛生責任者教育

●特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習

●研削といし取替業務（自由研削用）特別教育

●低圧電気取扱業務（学科）特別教育

●フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

●クレーン運転業務（学科）特別教育 <安全衛生教育>

●化学物質管理者養成講習

●職長・安全衛生責任者教育

●玉掛け技能講習

●高所作業車運転技能講習

●プレス機械作業主任者技能講習

●酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習

●保護具着用管理責任者教育

●職長・安全衛生責任者教育

休
止

備
考

１　九州安全衛生技術センター（TEL ０９４２－４３－３３８１）において行う各種受験の受験申請書は佐賀労働局並びに最寄りの労働基準監督署のほか、佐賀県労働基準協会において配布しております。

２　各種技能講習・安全衛生教育等についての問い合わせ、申込みはそれぞれの実施機関に連絡してください。なお。本計画表は、佐賀労働局ホームページに掲載していますので、ご利用ください。

●能力向上教育：フォークリフト

●特定自主検査資格所得研修：フォークリ
フト
（対象：事業内検査者）

●能力向上教育：整地・運搬・積込み用、
掘削用及び解体用機

※上記安全衛生教育については受講希望者
が20名以上であれば個別の実施も対応いた

しますので、お問い合わせください。
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<特別教育>

●小型車両系建設機械（整地等）特別教育
（1０月、11月、12月、１月、2月、3月実施）

●締固め用機械（ローラー)特別教育
（1０月、1月実施）

●小型フォークリフト特別教育
（1０月、1月実施）

●クレーン（5ｔ未満）特別教育
（11月、3月実施）

●伐木作業（チェーンソー）特別教育
（１0月、12月、２月実施）

●伐木作業（チェーンソー）特別教育【補講】
（12月実施）

●石綿取扱い作業従事者特別教育
 （10月、1月実施）

●アーク溶接（実技含む）特別教育
（1２月、2月実施）

●酸素欠乏危険場所作業（2種）特別教育
（11月、２月実施）

●粉じん作業特別教育
（10月、１月実施）

●自由研削砥石（グラインダ）特別教育
（11月、2月実施）

●巻上げ機（ウインチ）特別教育
（11月、3月実施）

●低圧電気取扱い特別教育
（１2月、３月実施）

●フルハーネス型墜落制止用器具作業特別教育
（10月、1月実施）

●テールゲートリフター特別教育
（1月実施）

●車両系建設機械（整地・運搬・積込、掘削用）
運転技能講習
●車両系建設機械（解体用）運転技能講習
●玉掛け技能講習
●小型移動式クレーン運転技能講習
●高所作業車運転技能講習
●フォークリフト運転技能講習
（毎月実施）

●不整地運搬車運転技能講習
（10月、12月、2月）

●ガス溶接技能講習
（11月、1月、3月）

●丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育
 （11月、２月実施）

●刈払機取扱作業安全衛生教育
 （１０月、11月、１２月、1月、２月、３月実
施）

●振動工具取扱作業安全衛生教育
（１２月、３月実施）

●職長・安全衛生責任者教育
（１２月実施）

●有機溶剤業務安全衛生教育
（２月）
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